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(57)【要約】
【課題】転送先のフォルダの指定に制限がなく、転送先
フォルダを特定するためのパスの入力も不要で、ユーザ
の望むフォルダに保存できる画像処理システム等を提供
する。
【解決手段】画像データの情報処理装置２への転送モー
ドが設定されると、情報処理装置に、情報処理装置の表
示装置２４に表示された画面を再現するための画面デー
タの取得が要求される。これに応じ、情報処理装置は画
像処理装置へ画面データを送信する。画像処理装置は、
画面データに基づき、情報処理装置の画面を再現したリ
モート画面を表示手段１５２に表示する。ユーザが、リ
モート画面上の位置を指定すると、この位置が特定され
、位置データ及び画像データが情報処理装置２に送信さ
れる。情報処理装置では、画像処理装置から送信された
位置データに対応する画面上の位置が算出され、算出さ
れた画面上の位置に表示されているものに応じて決定し
た保存場所に前記画像データを保存する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置とパーソナルコンピュータからなる情報処理装置とがネットワークを介し
て接続された画像処理システムであって、
　前記画像処理装置は、
　原稿を読み取る読取手段と、
　前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情
報処理装置に対して、情報処理装置の表示装置に表示された画面を再現するための画面デ
ータの取得を要求するデータ要求手段と、
　前記データ要求手段による取得要求に応じて情報処理装置から送信された画面データに
基づいて、情報処理装置の画面を再現したリモート画面を表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されたリモート画面上のユーザによる指定位置を特定する位置特定
手段と、
　前記位置特定手段により特定された指定位置の位置データ及び前記画像データを前記情
報処理装置に送信する送信手段と、
　を備え、
　前記情報処理装置は、
　画像処理装置へ画面データを送信する送信手段と、
　画像処理装置から送信された位置データに対応する画面上の位置を算出する位置算出手
段と、
　前記位置算出手段により算出された画面上の位置に表示されているものに応じて画像デ
ータの保存場所を決定するとともに、決定した保存場所に画像データを保存する制御手段
と、
　を備えたことを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　前記情報処理装置の画面がデスクトップ画面であり、前記制御手段はデスクトップ画面
上の算出された位置に表示されているものに応じて決定した保存場所に、前記画像データ
を保存する請求項１に記載の画像処理システム。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記位置算出手段により算出された情報処理装置の画面上の位置に、
前記画像データを示すファイルアイコンを表示する請求項１または２に記載の画像処理シ
ステム。
【請求項４】
　前記画像処理装置の表示手段はタッチパネルからなり、
　前記位置特定手段は、ユーザによる指定位置のタッチパネル上の縦座標値と横座標値、
及びタッチパネルに再現されたリモート画面の縦横の最大座標値に基づいて、前記指定位
置を特定する請求項１または２に記載の画像処理システム。
【請求項５】
　前記情報処理装置の位置算出手段により算出された画面上の位置が、画面に表示されて
いるファイルフォルダアイコンに重なったときは、前記制御手段は、前記アイコンで示さ
れるフォルダに前記画像データを保存する請求項１または２に記載の画像処理システム。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記ファイルフォルダアイコンの近傍に、前記画像データを示すファ
イルアイコンを表示する請求項５に記載の画像処理システム。
【請求項７】
　前記情報処理装置の位置算出手段により算出された画面上の位置が、画面に表示されて
いるアプリケーションを示すアイコンまたはアプリケーションによって開かれているウィ
ンドウ画面に重なったときは、前記制御手段は、前記アプリケーションを示すアイコンま
たはウィンドウ内に画像データをドラグアンドドロップした時の動作と同じ動作を行う請
求項１または２に記載の画像処理システム。
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【請求項８】
　前記情報処理装置の位置算出手段により算出された画面上の位置が、画面に表示されて
いるデータ廃棄用アイコンに重なったときは、前記制御手段は、データ廃棄用アイコンの
近傍位置に表示されているものに応じて決定された保存場所に前記画像データを保存する
請求項１または２に記載の画像処理システム。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記データ廃棄用アイコンの近傍に、前記画像データを示すファイル
アイコンを表示する請求項８に記載の画像処理システム。
【請求項１０】
　前記情報処理装置の位置算出手段により算出された画面上の位置が、画面に表示されて
いるフォルダを有しないアイコンに重なったときは、前記制御手段は、前記アイコンの近
傍位置に表示されているものに応じて決定された保存場所に前記画像データを保存する請
求項１または２に記載の画像処理システム。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記アイコンの近傍に、前記画像データを示すファイルアイコンを表
示する請求項１０に記載の画像処理システム。
【請求項１２】
　画像処理装置とパーソナルコンピュータからなる情報処理装置とがネットワークを介し
て接続された画像処理システムであって、
　前記画像処理装置は、
　原稿を読み取る読取手段と、
　前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情
報処理装置に対して、画像データの転送先フォルダの候補データの取得要求を転送すると
ともに、前記読取手段により読み取られた原稿の画像データを送信する送信手段と、
　前記転送先フォルダの候補データの取得要求に応じて情報処理装置から送信された転送
先フォルダの候補データに基づいて、転送先フォルダをユーザに選択させるための選択画
面を表示する表示手段と、
　表示手段に表示された選択画面の中から指定された転送先フォルダを示す候補指定デー
タを情報処理装置に返信する返信手段と、
　を備え、
　前記情報処理装置は、
　前記画像処理装置から送信されてきた画像データを文字認識処理する文字認識処理手段
と、
　文字認識処理後のデータに基づいて画像データの転送先フォルダの候補を検出する検出
手段と、
　前記検出された転送先フォルダの候補を示す候補データを前記画像処理装置に送信する
送信手段と、
　画像処理装置から送信されてきた候補指定データに基づいて、その転送先フォルダに前
記画像データを転送する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理システム。
【請求項１３】
　前記情報処理装置の検出手段は、文字認識処理結果に含まれるキーワードを抽出すると
ともに、情報処理装置のフォルダアイコン及び／またはファイルアイコンの中から、前記
抽出したキーワードと関連性を有するものを検出し、
　送信手段は、検出されたアイコンのフォルダ名及び／またはファイル名を転送先フォル
ダの候補データとして前記画像処理装置に送信し、
　前記制御手段は、画像処理装置から送信されてきた候補指定データが、アイコンのフォ
ルダ名であれば、そのフォルダに前記画像データを転送し、ファイル名であればそのファ
イルが保存されているフォルダに転送する請求項１２に記載の画像処理システム。
【請求項１４】
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　パーソナルコンピュータからなる情報処理装置とネットワークを介して接続可能な画像
処理装置であって、
　原稿を読み取る読取手段と、
　前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情
報処理装置に対して、情報処理装置の表示装置に表示された画面を再現するための画面デ
ータの取得を要求するデータ要求手段と、
　前記データ要求手段による取得要求に応じて情報処理装置から送信された画面データに
基づいて、情報処理装置の画面を再現したリモート画面を表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されたリモート画面上のユーザによる指定位置を特定する位置特定
手段と、
　前記位置特定手段により特定された指定位置の位置データ及び前記画像データを前記情
報処理装置に送信する送信手段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１５】
　前記データ取得手段が取得した画面データは、情報処理装置のデスクトップ画面のデー
タである請求項１４に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記表示手段はタッチパネルからなり、
　前記位置特定手段は、ユーザによる指定位置のタッチパネル上の縦座標値と横座標値、
及びタッチパネルに表示されたリモート画面の縦横の最大座標値に基づいて、前記指定位
置を特定する請求項１４または１５に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　パーソナルコンピュータからなる情報処理装置とネットワークを介して接続可能な画像
処理装置あって、
　原稿を読み取る読取手段と、
　前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情
報処理装置に対して、画像データの転送先フォルダの候補データの取得要求を送信すると
ともに、前記読取手段により読み取られた原稿の画像データを送信する送信手段と、
　前記転送先フォルダの候補データの取得要求に応じて情報処理装置から送信された転送
先フォルダの候補データに基づいて、転送先フォルダをユーザに選択させるための選択画
面を表示する表示手段と、
　表示手段に表示された選択画面の中から指定された転送先フォルダを示す候補指定デー
タを情報処理装置に返信する返信手段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項１８】
　ネットワークを介して接続された画像処理装置とパーソナルコンピュータからなる情報
処理装置との間で実行される画像データの保存方法であって、
　前記画像処理装置は、原稿を読み取るステップと、
　前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情
報処理装置に対して、情報処理装置の表示装置に表示された画面を再現するための画面デ
ータの取得を要求するステップと、
　前記取得要求に応じて情報処理装置から送信された画面データに基づいて、情報処理装
置の画面を再現したリモート画面を表示手段に表示するステップと、
　前記表示手段に表示されたリモート画面上のユーザによる指定位置を特定するステップ
と、
　前記特定された指定位置の位置データ及び前記画像データを前記情報処理装置に送信す
るステップと、
　を実行し、
　前記情報処理装置は、
　画像処理装置へ画面データを送信するステップと、
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　画像処理装置から送信された位置データに対応する画面上の位置を算出するステップと
、
　前記算出された画面上の位置に表示されているものに応じて画像データの保存場所を決
定するとともに、決定した保存場所に画像データを保存するステップと、
　を実行することを特徴とする画像データ転送方法。
【請求項１９】
　ネットワークを介して接続された画像処理装置とパーソナルコンピュータからなる情報
処理装置との間で実行される画像データの保存方法であって、
　前記画像処理装置は、
　原稿を読み取るステップと、
　前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情
報処理装置に対して、画像データの転送先フォルダの候補データの取得要求を送信すると
ともに、前記読取手段により読み取られた原稿の画像データを送信するステップと、
　前記転送先フォルダの候補データの取得要求に応じて情報処理装置から送信された転送
先フォルダの候補データに基づいて、転送先フォルダをユーザに選択させるための選択画
面を表示手段に表示するステップと、
　表示手段に表示された選択画面の中から指定された転送先フォルダを示す候補指定デー
タを情報処理装置に返信するステップと、
　を実行し、
　前記情報処理装置は、
　前記画像処理装置から送信されてきた画像データを文字認識処理するステップと、
　文字認識処理後のデータに基づいて画像データの転送先フォルダの候補を検出するステ
ップと、
　前記検出された転送先フォルダの候補を示す候補データを前記画像処理装置に送信する
ステップと、
　画像処理装置から送信されてきた候補指定データに基づいて、その転送先フォルダに前
記画像データを転送するステップと、
　を実行することを特徴とする画像データの転送方法。
【請求項２０】
　原稿を読み取るステップと、
　前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情
報処理装置に対して、情報処理装置の表示装置に表示された画面を再現するための画面デ
ータの取得を要求するステップと、
　前記取得要求に応じて情報処理装置から送信された画面データに基づいて、情報処理装
置の画面を再現したリモート画面を表示手段に表示するステップと、
　前記表示手段に表示されたリモート画面上のユーザによる指定位置を特定するステップ
と、
　前記特定された指定位置の位置データ及び前記画像データを前記情報処理装置に送信す
るステップと、
　を画像処理装置のコンピュータに実行させるための画像データ転送用プログラム。
【請求項２１】
　原稿を読み取るステップと、
　前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情
報処理装置に対して、画像データの転送先フォルダの候補データの取得要求を送信すると
ともに、前記読み取られた原稿の画像データを送信するステップと、
　前記転送先フォルダの候補データの取得要求に応じて情報処理装置から送信された転送
先フォルダの候補データに基づいて、転送先フォルダをユーザに選択させるための選択画
面を表示手段に表示するステップと、
　表示手段に表示された選択画面の中から指定された転送先フォルダを示す候補指定デー
タを情報処理装置に送信するステップと、
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　を画像処理装置のコンピュータに実行させるための画像データ転送用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像処理装置とパーソナルコンピュータからなる情報処理装置とがネット
ワークを介して接続された画像処理システム、原稿を読み取ることができる画像形成装置
等の画像処理装置、及び画像データの転送方法及び画像データの転送用プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　コピー機能、プリンタ機能、スキャン機能、データ送信機能等の機能を有する多機能デ
ジタル画像形成装置（ＭＦＰ：Multi Function Peripherals）には、Scan to SMB（Serve
r Message Block）とか、Scan to FTP（File Transfer Protocol）と称されるようなデー
タ転送機能を備えたものがある。この機能は、原稿読取部で読み取った原稿の画像データ
を、パーソナルコンピュータ（以下、パソコンともいう）からなる情報処理装置に転送す
る機能である。
【０００３】
　このような転送機能により、読み取られた原稿の画像データを転送する場合、ユーザは
画像形成装置から転送先のフォルダを指定する必要がある。
【０００４】
　なお、特許文献１には、各端末内部のソフトウェア／ハードウェア構成に依存すること
なく、端末間で表示画面を共有して、遠隔地から該表示画面を直接操作できるようにする
技術が開示されている。
【特許文献１】特開平０５－１１９９５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来では、上記転送機能により画像データを転送可能なフォルダは予めパソコ
ン側で共有設定してあるフォルダに限定されており、このため画像データの転送先が制限
されてしまうという欠点があった。
【０００６】
　また転送先のフォルダが、画像形成装置側で予め登録されていない場合は、転送先のフ
ォルダを特定するためのパスを直接入力しなければならないため、操作が面倒であるとい
う問題もあった。
【０００７】
　しかも、転送先のフォルダが制限されているため、ユーザが望むフォルダに保存したい
場合は、画像データの転送後に画像データをユーザが望むフォルダに移し替えなければな
らず、その作業も面倒であった。
【０００８】
　なお、特許文献１には、画像形成装置でスキャンされた画像データを情報処理装置に転
送する際の上記問題に対して、解決策を提供しうるものではなかった。
【０００９】
　この発明は、このような技術的背景に鑑みてなされたものであって、転送先のフォルダ
の指定に制限がないうえ、転送先フォルダを特定するためのパスの入力も不要であり、し
かもユーザの望むフォルダに保存することが可能な利便性の高い画像処理システム、該シ
ステムに好適に用いることができる画像処理装置、及び画像データの転送方法及び画像デ
ータの転送用プログラムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題は以下の手段によって解決される。
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（１）画像処理装置とパーソナルコンピュータからなる情報処理装置とがネットワークを
介して接続された画像処理システムであって、前記画像処理装置は、原稿を読み取る読取
手段と、前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて、
前記情報処理装置に対して、情報処理装置の表示装置に表示された画面を再現するための
画面データの取得を要求するデータ要求手段と、前記データ要求手段による取得要求に応
じて情報処理装置から送信された画面データに基づいて、情報処理装置の画面を再現した
リモート画面を表示する表示手段と、前記表示手段に表示されたリモート画面上のユーザ
による指定位置を特定する位置特定手段と、前記位置特定手段により特定された指定位置
の位置データ及び前記画像データを前記情報処理装置に送信する送信手段と、を備え、前
記情報処理装置は、画像処理装置へ画面データを送信する送信手段と、画像処理装置から
送信された位置データに対応する画面上の位置を算出する位置算出手段と、前記位置算出
手段により算出された画面上の位置に表示されているものに応じて画像データの保存場所
を決定するとともに、決定した保存場所に画像データを保存する制御手段と、を備えたこ
とを特徴とする画像処理システム。
（２）前記情報処理装置の画面がデスクトップ画面であり、前記制御手段はデスクトップ
画面上の算出された位置に表示されているものに応じて決定した保存場所に、前記画像デ
ータを保存する前項１に記載の画像処理システム。
（３）前記制御手段は、前記位置算出手段により算出された情報処理装置の画面上の位置
に、前記画像データを示すファイルアイコンを表示する前項１または２に記載の画像処理
システム。
（４）前記画像処理装置の表示手段はタッチパネルからなり、前記位置特定手段は、ユー
ザによる指定位置のタッチパネル上の縦座標値と横座標値、及びタッチパネルに再現され
たリモート画面の縦横の最大座標値に基づいて、前記指定位置を特定する前項１または２
に記載の画像処理システム。
（５）前記情報処理装置の位置算出手段により算出された画面上の位置が、画面に表示さ
れているファイルフォルダアイコンに重なったときは、前記制御手段は、前記アイコンで
示されるフォルダに前記画像データを保存する前項１または２に記載の画像処理システム
。
（６）前記制御手段は、前記ファイルフォルダアイコンの近傍に、前記画像データを示す
ファイルアイコンを表示する前項５に記載の画像処理システム。
（７）前記情報処理装置の位置算出手段により算出された画面上の位置が、画面に表示さ
れているアプリケーションを示すアイコンまたはアプリケーションによって開かれている
ウィンドウ画面に重なったときは、前記制御手段は、前記アプリケーションを示すアイコ
ンまたはウィンドウ内に画像データをドラグアンドドロップした時の動作と同じ動作を行
う前項１または２に記載の画像処理システム。
（８）前記情報処理装置の位置算出手段により算出された画面上の位置が、画面に表示さ
れているデータ廃棄用アイコンに重なったときは、前記制御手段は、データ廃棄用アイコ
ンの近傍位置に表示されているものに応じて決定された保存場所に前記画像データを保存
する前項１または２に記載の画像処理システム。
（９）前記制御手段は、前記データ廃棄用アイコンの近傍に、前記画像データを示すファ
イルアイコンを表示する前項８に記載の画像処理システム。
（１０）前記情報処理装置の位置算出手段により算出された画面上の位置が、画面に表示
されているフォルダを有しないアイコンに重なったときは、前記制御手段は、前記アイコ
ンの近傍位置に表示されているものに応じて決定された保存場所に前記画像データを保存
する前項１または２に記載の画像処理システム。
（１１）前記制御手段は、前記アイコンの近傍に、前記画像データを示すファイルアイコ
ンを表示する前項１０に記載の画像処理システム。
（１２）画像処理装置とパーソナルコンピュータからなる情報処理装置とがネットワーク
を介して接続された画像処理システムであって、前記画像処理装置は、原稿を読み取る読
取手段と、前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送するモードにおいて
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、前記情報処理装置に対して、画像データの転送先フォルダの候補データの取得要求を転
送するとともに、前記読取手段により読み取られた原稿の画像データを送信する送信手段
と、前記転送先フォルダの候補データの取得要求に応じて情報処理装置から送信された転
送先フォルダの候補データに基づいて、転送先フォルダをユーザに選択させるための選択
画面を表示する表示手段と、表示手段に表示された選択画面の中から指定された転送先フ
ォルダを示す候補指定データを情報処理装置に返信する返信手段と、を備え、前記情報処
理装置は、前記画像処理装置から送信されてきた画像データを文字認識処理する文字認識
処理手段と、文字認識処理後のデータに基づいて画像データの転送先フォルダの候補を検
出する検出手段と、前記検出された転送先フォルダの候補を示す候補データを前記画像処
理装置に送信する送信手段と、画像処理装置から送信されてきた候補指定データに基づい
て、その転送先フォルダに前記画像データを転送する制御手段と、を備えたことを特徴と
する画像処理システム。
（１３）前記情報処理装置の検出手段は、文字認識処理結果に含まれるキーワードを抽出
するとともに、情報処理装置のフォルダアイコン及び／またはファイルアイコンの中から
、前記抽出したキーワードと関連性を有するものを検出し、送信手段は、検出されたアイ
コンのフォルダ名及び／またはファイル名を転送先フォルダの候補データとして前記画像
処理装置に送信し、前記制御手段は、画像処理装置から送信されてきた候補指定データが
、アイコンのフォルダ名であれば、そのフォルダに前記画像データを転送し、ファイル名
であればそのファイルが保存されているフォルダに転送する前項１２に記載の画像処理シ
ステム。
（１４）パーソナルコンピュータからなる情報処理装置とネットワークを介して接続可能
な画像処理装置であって、原稿を読み取る読取手段と、前記読み取られた原稿の画像デー
タを情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情報処理装置に対して、情報処理装置
の表示装置に表示された画面を再現するための画面データの取得を要求するデータ要求手
段と、前記データ要求手段による取得要求に応じて情報処理装置から送信された画面デー
タに基づいて、情報処理装置の画面を再現したリモート画面を表示する表示手段と、前記
表示手段に表示されたリモート画面上のユーザによる指定位置を特定する位置特定手段と
、前記位置特定手段により特定された指定位置の位置データ及び前記画像データを前記情
報処理装置に送信する送信手段と、を備えたことを特徴とする画像処理装置。
（１５）前記データ取得手段が取得した画面データは、情報処理装置のデスクトップ画面
のデータである前項１４に記載の画像処理装置。
（１６）前記表示手段はタッチパネルからなり、前記位置特定手段は、ユーザによる指定
位置のタッチパネル上の縦座標値と横座標値、及びタッチパネルに表示されたリモート画
面の縦横の最大座標値に基づいて、前記指定位置を特定する前項１４または１５に記載の
画像処理装置。
（１７）パーソナルコンピュータからなる情報処理装置とネットワークを介して接続可能
な画像処理装置あって、原稿を読み取る読取手段と、前記読み取られた原稿の画像データ
を情報処理装置に転送するモードにおいて、前記情報処理装置に対して、画像データの転
送先フォルダの候補データの取得要求を送信するとともに、前記読取手段により読み取ら
れた原稿の画像データを送信する送信手段と、前記転送先フォルダの候補データの取得要
求に応じて情報処理装置から送信された転送先フォルダの候補データに基づいて、転送先
フォルダをユーザに選択させるための選択画面を表示する表示手段と、表示手段に表示さ
れた選択画面の中から指定された転送先フォルダを示す候補指定データを情報処理装置に
返信する返信手段と、を備えたことを特徴とする画像処理装置。
（１８）ネットワークを介して接続された画像処理装置とパーソナルコンピュータからな
る情報処理装置との間で実行される画像データの保存方法であって、前記画像処理装置は
、原稿を読み取るステップと、前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送
するモードにおいて、前記情報処理装置に対して、情報処理装置の表示装置に表示された
画面を再現するための画面データの取得を要求するステップと、前記取得要求に応じて情
報処理装置から送信された画面データに基づいて、情報処理装置の画面を再現したリモー



(9) JP 2010-74682 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

ト画面を表示手段に表示するステップと、前記表示手段に表示されたリモート画面上のユ
ーザによる指定位置を特定するステップと、前記特定された指定位置の位置データ及び前
記画像データを前記情報処理装置に送信するステップと、を実行し、前記情報処理装置は
、画像処理装置へ画面データを送信するステップと、画像処理装置から送信された位置デ
ータに対応する画面上の位置を算出するステップと、前記算出された画面上の位置に表示
されているものに応じて画像データの保存場所を決定するとともに、決定した保存場所に
画像データを保存するステップと、を実行することを特徴とする画像データ転送方法。
（１９）ネットワークを介して接続された画像処理装置とパーソナルコンピュータからな
る情報処理装置との間で実行される画像データの保存方法であって、前記画像処理装置は
、原稿を読み取るステップと、前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置に転送
するモードにおいて、前記情報処理装置に対して、画像データの転送先フォルダの候補デ
ータの取得要求を送信するとともに、前記読取手段により読み取られた原稿の画像データ
を送信するステップと、前記転送先フォルダの候補データの取得要求に応じて情報処理装
置から送信された転送先フォルダの候補データに基づいて、転送先フォルダをユーザに選
択させるための選択画面を表示手段に表示するステップと、表示手段に表示された選択画
面の中から指定された転送先フォルダを示す候補指定データを情報処理装置に返信するス
テップと、を実行し、前記情報処理装置は、前記画像処理装置から送信されてきた画像デ
ータを文字認識処理するステップと、文字認識処理後のデータに基づいて画像データの転
送先フォルダの候補を検出するステップと、前記検出された転送先フォルダの候補を示す
候補データを前記画像処理装置に送信するステップと、画像処理装置から送信されてきた
候補指定データに基づいて、その転送先フォルダに前記画像データを転送するステップと
、を実行することを特徴とする画像データの転送方法。
（２０）原稿を読み取るステップと、前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置
に転送するモードにおいて、前記情報処理装置に対して、情報処理装置の表示装置に表示
された画面を再現するための画面データの取得を要求するステップと、前記取得要求に応
じて情報処理装置から送信された画面データに基づいて、情報処理装置の画面を再現した
リモート画面を表示手段に表示するステップと、前記表示手段に表示されたリモート画面
上のユーザによる指定位置を特定するステップと、前記特定された指定位置の位置データ
及び前記画像データを前記情報処理装置に送信するステップと、を画像処理装置のコンピ
ュータに実行させるための画像データ転送用プログラム。
（２１）原稿を読み取るステップと、前記読み取られた原稿の画像データを情報処理装置
に転送するモードにおいて、前記情報処理装置に対して、画像データの転送先フォルダの
候補データの取得要求を送信するとともに、前記読み取られた原稿の画像データを送信す
るステップと、前記転送先フォルダの候補データの取得要求に応じて情報処理装置から送
信された転送先フォルダの候補データに基づいて、転送先フォルダをユーザに選択させる
ための選択画面を表示手段に表示するステップと、表示手段に表示された選択画面の中か
ら指定された転送先フォルダを示す候補指定データを情報処理装置に送信するステップと
、を画像処理装置のコンピュータに実行させるための画像データ転送用プログラム。
【発明の効果】
【００１１】
　前項（１）に記載の発明によれば、画像データの情報処理装置への転送モードが設定さ
れると、前記情報処理装置に対して、情報処理装置の表示装置に表示された画面を再現す
るための画面データの取得が要求される。この要求に応じて、情報処理装置は画像処理装
置へ画面データを送信する。
【００１２】
　画像処理装置は、情報処理装置から送信された画面データに基づいて、情報処理装置の
画面を再現したリモート画面を表示手段に表示する。ユーザが、リモート画面上の位置を
指定すると、この位置が特定され、位置データ及び前記画像データが情報処理装置に送信
される。
【００１３】
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　情報処理装置では、算出された画面上の位置に表示されているものに応じて画像データ
の保存場所が決定され、この決定した保存場所に画像データが保存される。
【００１４】
　つまり、ユーザは画像処理装置の表示手段に表示されたリモート画面上の位置（転送先
）を指定するだけで、その位置に表示されているものに応じて決定された保存場所に画像
データが保存されるから、転送先のフォルダの指定に制限がないうえ、転送先フォルダを
特定するためのパスの入力も不要となる。しかも、リモート画面上の位置を指定するだけ
の簡単な操作で、情報処理装置の画面を操作しているのと同じ感覚で、ユーザの望むフォ
ルダに画像データを転送保存することができ、利便性の高い画像処理システムとなしうる
。
【００１５】
　前項（２）に記載の発明によれば、情報処理装置の画面がデスクトップ画面であるから
、リモート画面としてデスクトップ画面が画像処理装置に表示され、画像データはデスク
トップ画面上の算出された位置、つまりデスクトップ画面上のユーザによる指定位置に表
示されているものに応じた保存場所に保存される。従って、ユーザは情報処理装置のデス
クトップ画面に対して操作を行うのと同じ感覚で、画像データを転送することができる。
【００１６】
　前項（３）に記載の発明によれば、位置算出手段により算出された情報処理装置の画面
上の位置に、画像データを示すファイルアイコンが表示されるから、ユーザは情報処理装
置の画面上で画像データの操作が可能となる。
【００１７】
　前項（４）に記載の発明によれば、ユーザによる指定位置のタッチパネル上の縦座標値
と横座標値、及びタッチパネルに表示されたリモート画面の縦横の最大座標値に基づいて
、指定位置を特定するから、情報処理装置では、リモート画面で指定された位置に対応す
る表示装置の表示画面上の位置を容易にかつ確実に算出することができる。
【００１８】
　前項（５）に記載の発明によれば、情報処理装置の位置算出手段により算出された画面
上の位置が、ファイルフォルダアイコンに重なったとき、換言すればユーザがリモート画
面上のファイルフォルダアイコンを指定したときは、前記アイコンで示されるフォルダに
前記画像データが転送される。
【００１９】
　前項（６）に記載の発明によれば、ファイルフォルダアイコンの近傍に、前記画像デー
タを示すファイルアイコンが表示される。
【００２０】
　前項（７）に記載の発明によれば、前記情報処理装置の位置算出手段により算出された
画面上の位置が、アプリケーションを示すアイコンまたはアプリケーションによって開か
れているウィンドウ画面に重なったとき、換言すればユーザがリモート画面上のアプリケ
ーションを示すアイコンまたはアプリケーションによって開かれているウィンドウ画面を
指定したときは、前記アプリケーションを示すアイコンまたはウィンドウに画像データの
ファイルアイコンをドラグアンドドロップした時の動作と同じ動作が行われるから、ユー
ザは、画面を操作するのと同じ感覚でリモート画面を操作することができ、便利である。
【００２１】
　前項（８）に記載の発明によれば、情報処理装置の位置算出手段により算出された画面
上の位置が、データ廃棄用アイコンに重なったとき、換言すればユーザがリモート画面上
のデータ廃棄用アイコンを指定したときは、画像データは、データ廃棄用アイコンの近傍
位置に表示されているものに応じて決定された保存場所に保存される。従って、画像デー
タが不用意に廃棄される恐れがなくなる。
【００２２】
　前項（９）に記載の発明によれば、データ廃棄用アイコンの近傍に、前記画像データを
示すファイルアイコンが表示される。
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【００２３】
　前項（１０）に記載の発明によれば、情報処理装置の位置算出手段により算出された画
面上の位置が、フォルダを有しないアイコンに重なったとき、換言すればユーザがリモー
ト画面上のフォルダを有しないアイコンを指定したときは、画像データが、前記アイコン
の近傍位置に表示されているものに応じて決定された保存場所に保存される。
【００２４】
　前項（１１）に記載の発明によれば、前記アイコンの近傍に前記画像データを示すファ
イルアイコンが表示される。
【００２５】
　前項（１２）に記載の発明によれば、画像データの情報処理装置への転送モードが設定
されると、情報処理装置に対して、画像データの転送先フォルダの候補データの取得要求
が送信され、読み取られた原稿の画像データが送信される。
【００２６】
　前記情報処理装置では、送信されてきた画像データが文字認識処理され、文字認識処理
後のデータに基づいて画像データの転送先フォルダの候補が検出される。そして、検出さ
れた転送先フォルダの候補を示す候補データが画像処理装置に送信される。
【００２７】
　画像処理装置では、送信された候補データに基づいて、転送先フォルダをユーザに選択
させるための選択画面が表示手段に表示される。
【００２８】
　ユーザが、表示手段に表示された転送先フォルダの候補の中からいずれかの転送先フォ
ルダを指定すると、候補指定データが情報処理装置に返信される。
【００２９】
　情報処理装置では、前記候補指定データに基づいて、その転送先フォルダに画像データ
が転送保存される。
【００３０】
　つまり、画像データの情報処理装置への転送モードが設定されると、情報処理装置から
送信された転送先フォルダの候補データに基づいて、転送先フォルダの候補が表示手段に
表示されるから、ユーザがその候補の中から転送先フォルダを指定するだけで、転送先フ
ォルダに画像データが自動的に転送され保存される。従って、転送先フォルダの指定に制
限がないうえ、転送先フォルダを特定するためのパスの入力も不要となる。転送先フォル
ダの候補の中のユーザの望むフォルダに画像データを転送することができ、利便性の高い
画像処理システムとなしうる。
【００３１】
　前項（１３）に記載の発明によれば、ユーザが、表示された転送先フォルダの候補の中
から、アイコンのフォルダ名を指定するとそのフォルダに画像データが転送され、ファイ
ル名を指定すると、そのファイルが保存されているフォルダに画像データが転送される。
【００３２】
　前項（１４）に記載の発明によれば、ユーザが表示手段に表示されたリモート画面上の
位置を指定するだけで、情報処理装置の画面上の対応する位置に表示されているものに応
じて決定された保存場所に、画像データを保存することができる画像処理装置となしうる
。
【００３３】
　前項（１５）に記載の発明によれば、ユーザはデスクトップ画面を操作するのと同様の
感覚で、画像データの転送操作を行うことができる。
【００３４】
　前項（１６）に記載の発明によれば、リモート画面の表示の大きさが異なっても、同一
の指定位置を特定することができる。
【００３５】
　前項（１７）に記載の発明によれば、ユーザが表示手段に表示された転送先フォルダの
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候補の中から所望のものを指定するだけで、指定された情報処理装置の転送先フォルダに
画像データを転送することができる画像処理装置となしうる。
【００３６】
　前項（１８）に記載の発明によれば、ユーザは画像処理装置の表示手段に表示されたリ
モート画面上の位置を指定するだけで、情報処理装置の画面上の対応する位置に表示され
ているものに応じて決定された保存場所に画像データが保存されるから、転送先のフォル
ダの指定に制限がないうえ、転送先フォルダを特定するためのパスの入力も不要となる。
しかも、リモート画面上の位置を指定するだけの簡単な操作で、情報処理装置の画面を操
作しているのと同じ感覚で、ユーザの望むフォルダに画像データを転送することができ、
　前項（１９）に記載の発明によれば、表示手段に表示された転送先フォルダの選択画面
において、ユーザが所望の転送先フォルダを指定するだけで、転送先フォルダに画像デー
タが自動的に転送保存される。従って、転送先フォルダの指定に制限がないうえ、転送先
フォルダを特定するためのパスの入力も不要となる。
【００３７】
　前項（２０）に記載の発明によれば、ユーザが表示手段に表示されたリモート画面上の
位置を指定するだけで、情報処理装置の画面上の対応する位置に表示されているものに応
じて決定された保存場所に画像データが保存される処理を、画像処理装置のコンピュータ
に実行させることができる。
【００３８】
　前項（２１）に記載の発明によれば、表示手段に表示された転送先フォルダの選択画面
において、ユーザが所望の転送先フォルダを指定するだけで、指定された情報処理装置の
転送先フォルダに画像データを転送保存することができる処理を、画像処理装置のコンピ
ュータに実行させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、この発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
【００４０】
　図１は、この発明の一実施形態に係る画像処理システムを示す概略構成図である。
【００４１】
　図１において、この画像処理システムは、画像処理装置としての前述した多機能デジタ
ル画像形成装置であるＭＦＰ１と、パソコンからなるユーザ端末としての情報処理装置（
以下、ＰＣという）２とを備えており、これらＭＦＰ１とＰＣ２とは、ＬＡＮ等のネット
ワーク３を介して相互に接続されている。
【００４２】
　図２は、ＭＦＰ１の概略構成を示すブロック図である。
【００４３】
　図２において、ＭＦＰ１は、ＣＰＵ１１と、ＲＯＭ１２と、ＲＡＭ１３と、スキャナ部
１４と、操作パネル部１５と、記憶部１６と、プリント部１７と、外部インターフェース
（Ｉ／Ｆ）部１８と、認証部１９などを備えている。
【００４４】
　ＣＰＵ１１は、ＭＦＰ１の全体の動作を統括制御する他に、この実施形態では、ＰＣ２
に対して、ＰＣ２の画面を再現するための画面データの取得を要求したり、前記画面デー
タに基づいてＰＣの画面を再現したリモート画面上の位置をユーザが指定すると、その指
定された位置を特定する等の処理を行うが、詳細な説明は後述する。
【００４５】
　ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１の動作プログラムを格納するメモリであり、また、ＲＡＭ１
３は、ＣＰＵ１１の動作領域を提供するメモリである。
【００４６】
　スキャナ部１４は、原稿の画像を読み取って電気信号である画像データに変換するもの
である。
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【００４７】
　操作パネル部１５は、スタートキー、テンキー等の各種キーを有する入力キー部１５１
と、タッチパネル式の液晶表示装置等からなる表示部１５２とを備えている。
【００４８】
　記憶部１６は、例えばハードディスク装置（ＨＤＤ）などの記憶媒体からなり、前記ス
キャナ部１４で読み取った原稿の画像データや、その他のデータを格納する。また、記憶
部１６には、ユーザ認証を行うためのユーザ毎の認証情報や、各ユーザが所有するＰＣ２
についてのアドレス情報が登録されている。
【００４９】
　プリント部１７は、印字要求に応じて、スキャナ部１４で読み取られた原稿の画像デー
タやＰＣ２から送信された文書データ等をプリントする。
【００５０】
　外部インターフェース（Ｉ／Ｆ）部１８は、ＰＣ２や他の外部装置との間で、ネットワ
ーク３を介してデータの送受信を行う通信部として機能する。
【００５１】
　認証部１９は、ログインしようとするユーザについて認証を行うものである。認証は、
ユーザ認証情報を一括して保有する外部認証サーバによって行うものとしても良い。
【００５２】
　図３は、ＰＣ２の概略構成を示すブロック図である。
【００５３】
　図３に示すように、ＰＣ２は、ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、表示装置２４、
記憶部２５、入力操作部２６、通信インターフェース（通信Ｉ／Ｆ）部２８等を備え、シ
ステムバス２０を介して互いに接続されている。
【００５４】
　ＣＰＵ２１は、ＲＯＭ２２に保存されているプログラムを実行することにより、ＰＣ２
の全体を統括的に制御する。この実施形態では、ＭＦＰ１からの画面データ取得要求に応
じて、表示装置２４に表示されている画面をＭＦＰにおいて再現するための画面データを
ＭＦＰ１に送信したり、ＭＦＰ１から位置データが送信されてきたときは、その位置デー
タに基づいて表示装置２４の画面上の位置を算出する。また、前記算出された画面上の位
置に何が表示されているかを判別し、表示されているものに応じて画像データの保存場所
であるフォルダを決定し、その決定したフォルダに、ＭＦＰ１から送信されてきた画像デ
ータを保存する等の処理を行うが、詳細は後述する。
【００５５】
　ＲＯＭ２２は、ＣＰＵ２１が実行するためのプログラムやその他のデータを保存する記
憶媒体である。
【００５６】
　ＲＡＭ２３は、ＣＰＵ２１が動作用プログラムに従って動作する際の作業領域を提供す
る記憶媒体である。
【００５７】
　表示装置２４は、ＣＲＴや液晶表示装置等からなり、基本ソフトであるＯＳ（Operatin
g System：例えばマイクロソフト社製のウィンドウズ（登録商標）シリーズ）に基づくデ
スクトップ画面を表示したり、各種アプリケーションによる画面等を表示する。
【００５８】
　記憶部２５は、ハードディスク装置（ＨＤＤ）等の記憶媒体からなり、各種のアプリケ
ーションプログラムやデータ等を保存する。
【００５９】
　入力操作部２６は、キーボードやマウス等からなり、ユーザによる入力操作に用いられ
る。
【００６０】
　通信インターフェース部（通信Ｉ/Ｆ）２７は、ＭＦＰ１や他の外部機器との間で、ネ



(14) JP 2010-74682 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

ットワーク３を介して、データの送受信を行う通信部として機能する。
【００６１】
　次に、ＭＦＰ１のスキャナ部１４で読み取った原稿の画像データ（スキャンデータとも
いう）をＰＣ２に保存する方法について説明する。
【００６２】
　ユーザが認証を受けてＭＦＰ１にログインし、操作パネル部１５の図示しないモードキ
ーを操作すると、操作パネル部１５の表示部１５２には、図４に示すように、「Ｓｃａｎ
　ｔｏ　デスクトップ」ボタン１５２ａが表示される。ユーザが該ボタン１５２ａを押下
すると、スキャンデータのＰＣ２への転送モードが設定され、表示部１５２の画面は図５
に示す画面に遷移する。図５の画面では、「転送先の候補」ボタン１５２ｂと「転送先を
指定」ボタン１５２ｃが表示されている。
【００６３】
　また、ＭＦＰ１は記憶部１６に登録されている各ユーザが所有するＰＣ２の情報の中か
ら、ログインしたユーザが所有するＰＣを特定し、そのＰＣ２と接続を行う。
【００６４】
　図５の画面において、ユーザが、「転送先を指定」ボタン１５２ｃを押下すると、ＭＦ
Ｐ１からＰＣ２へ、ＰＣ２の表示装置２４の表示画面をＭＦＰ１で再現するための画面デ
ータの取得要求が送信される。
【００６５】
　この取得要求を受信したＰＣ２は、表示装置２４に現在開かれている画面のデータをＭ
ＦＰ１に送信する。
【００６６】
　ＭＦＰ１は、受信した画面データに基づいて、操作パネル部１５の表示部１５２に、Ｐ
Ｃ２の画面を再現したリモート画面を表示する。
【００６７】
　図６（Ａ）は、操作パネル部１５の表示部１５２に、リモート画面が表示された状態を
示す図である。この例では、ＰＣ２の表示装置２４には、デスクトップ画面内に所定のア
プリケーションによってウィンドウが開かれている。このため、ＭＦＰ１の操作パネル部
１５の表示部１５２にも、デスクトップ画面１５３内に前記アプリケーションによるウィ
ンドウ１５４が開かれたリモート画面が再現されている。
【００６８】
　ここで、矢印で示すように、ユーザが所定の入力ペンにより、前記ウィンドウ１５４の
画面内をタッチして位置を指定すると、リモート画面上の指定位置（タッチ位置）が特定
され、特定された指定位置の位置データがＰＣ２に送信される。
【００６９】
　指定位置の位置データを受信したＰＣ２は、表示装置２４に表示された画面上における
前記位置データに対応する位置を算出する。
【００７０】
　ＭＦＰ１から、スキャナ部１４により読み取られたスキャンデータが送信されると、Ｐ
Ｃ２は、前記算出した位置に何が表示されているかを判別し、表示されているものに応じ
てスキャンデータを保存するフォルダを決定し、そのフォルダにスキャンデータを保存す
る。つまり、ＰＣ２内のデータがドラグアンドドロップされたのと同様に、算出された位
置に表示されているものに対応するフォルダにスキャンデータを保存すると共に、算出さ
れた位置にスキャンデータを示すファイルアイコンを表示する。
【００７１】
　図６（Ａ）の例では、アプリケーションによって開かれているウィンドウ１５４内の位
置が、リモート画面においてユーザにより指定されたから、ＰＣ２では、前記アプリケー
ションのフォルダにスキャンデータが保存されると共に、図６（Ｂ）に示すように、ウィ
ンドウ画面１５４内にそのスキャンデータのファイルアイコン１５４ａが表示される。な
お、図６（Ｂ）は、ＰＣ２の表示装置２４におけるウィンドウ画面内にスキャンデータの
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ファイルアイコンが表示された状態を、ＭＦＰ１の表示部１５２に表示されたリモート画
面で示している。以下に説明する図７（Ｂ）～図９（Ｂ）についても同様である。
【００７２】
　また、図７（Ａ）に示すように、転送先として、リモート画面に表示されたデスクトッ
プ画面１５３内の位置が指定された場合には、図７（Ｂ）に示すように、ＰＣ２では、デ
スクトップ画面１５３における前記指定位置に表示されたものに応じて決定されたフォル
ダにスキャンデータを保存する。つまり、この場合はデスクトップフォルダにスキャンデ
ータを保存する。また、指定（算出）された位置にファイルアイコン１５３ａを表示する
。
【００７３】
　また、図８（Ａ）に示すように、デスクトップ画面１５３上に電子メールソフトのウィ
ンドウ１５５が開かれているリモート画面において、ウィンドウ１５５内の位置を指定す
ると、電子メールソフトのフォルダにスキャンデータが保存されるとともに、図８（Ｂ）
に示すように、そのスキャンデータが添付ファイル１５５ａとして設定される。
【００７４】
　また、図９（Ａ）に示すように、ＰＣ２により算出された画面上の位置が、デスクトッ
プ画面１５３のデータ廃棄用アイコン（いわゆる「ごみ箱」）１５３ｂに重なった場合、
換言すればユーザがリモート画面上のデータ廃棄用アイコン１５３ｂを指定した場合には
、スキャンデータをデータ廃棄用アイコン１５３ｂに対応するフォルダに保存することな
く、データ廃棄用アイコン１５３ｂの近傍位置に表示されているものに対応するフォルダ
に保存し、前記近傍位置にスキャンデータのファイルアイコンを表示する。従って、図９
（Ｂ）に示すように、データ廃棄用アイコン１５３ｂの近傍に、スキャンデータのファイ
ルアイコン１５３ｃが表示され、スキャンデータはデスクトップフォルダに保存される。
これにより、ユーザが誤ってデータ廃棄用アイコン１５３ｂを指定した場合であっても、
スキャンファイルが不用意に廃棄される不都合はなくなる。
【００７５】
　また、図１０（Ａ）に示すように、ＰＣ２により算出された画面上の位置が、デスクト
ップ画面１５３に表示されたフォルダを有しないアイコン（例えば「マイコンピュータア
イコン」）１５３ｄに重なったとき、換言すればユーザがリモート画面上の前記フォルダ
を有しないアイコンを指定した場合には、このアイコン１５３ｄの近傍位置に表示されて
いるものに対応するフォルダにスキャンデータが保存され、前記近傍位置にスキャンデー
タのファイルアイコンが表示される。つまり、図１０（Ｂ）に示すように、前記アイコン
１５３ｄの近傍に、スキャンデータのファイルアイコン１５３ｅが表示され、スキャンデ
ータがデスクトップフォルダに保存される。
【００７６】
　なお、ＰＣ２により算出された画面上の位置が、デスクトップ画面１５３に表示された
ファイルフォルダアイコンと重なった場合、換言すればユーザがリモート画面上のファイ
ルフォルダアイコンを指定した場合には、そのアイコンで示されるフォルダにスキャンデ
ータが保存される。
【００７７】
　このように、ユーザはＭＦＰ１の操作パネル部１５の表示部１５２に表示されたリモー
ト画面上で位置（転送先）を指定するだけで、ＰＣ２では画面上の対応する位置に表示さ
れているものに応じて決定されたフォルダに、スキャンデータが保存されるから、転送先
のフォルダの指定に制限がないうえ、転送先フォルダを特定するためのパスの入力も不要
となる。しかも、リモート画面上の位置を指定するだけの簡単な操作で、ＰＣ２の表示装
置２４に表示された画面を操作しているのと同じ感覚で、ユーザの望むフォルダに画像デ
ータを保存することができ、極めて便利である。
【００７８】
　次に、図５の「転送先の候補」ボタン１５２ｂが押されたときのシステムの動作を説明
する。
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【００７９】
　「転送先の候補」ボタン１５２ｂが押されると、ＭＦＰ１はスキャンデータが転送され
る転送先フォルダの候補データの取得要求をＰＣ２に送信し、さらにスキャンデータをＰ
Ｃ２に送信する。スキャンデータは一旦記憶部２５に保存される。
【００８０】
　前記取得要求及びスキャンデータを受信したＰＣ２では、スキャンデータを文字認識処
理したのち、キーワードを抽出し、デスクトップ画面に表示されたアイコンのうち、その
キーワードと関連性を有するもの、あるいは関連性の高いものを検出し、検出されたアイ
コンのフォルダ名及び／またはファイル名のリストを、転送先フォルダの候補データとし
てＭＦＰ１に送信する。なお、キーワードとしては、見出しなどの大きい文字やプロパテ
ィ情報等が挙げられる。
【００８１】
　前記候補データを受信したＭＦＰ１は、操作パネル部１５の表示部１５２に、図１１に
示すように、転送先フォルダの候補１５２ｄを表示する。
【００８２】
　表示された候補の中からユーザが所望の候補を指定すると、その候補を示す候補指定デ
ータがＰＣ２に送信される。
【００８３】
　この候補指定データを受信したＰＣ２は、候補指定データがアイコンのフォルダ名であ
れば、そのフォルダにスキャンデータを転送し、ファイル名であればそのファイルが保存
されているフォルダに転送する。
【００８４】
　このように、「転送先の候補」ボタン１５２ｂが押されると、ＰＣ２から送信された転
送先フォルダの候補データに基づいて、転送先フォルダの候補１５２ｄが表示部１５２に
表示されるから、ユーザがその候補の中から所望のものを指定するだけで、転送先フォル
ダにスキャンデータが自動的に転送され保存される。従って、転送先フォルダの指定に制
限がないうえ、転送先フォルダを特定するためのパスの入力も不要となる。転送先フォル
ダの候補の中のユーザの望むフォルダにスキャンデータを転送することができ、利便性の
高い画像処理システムとなしうる。
【００８５】
　図１２は、上述したスキャンデータの転送処理において、ＭＦＰ１のＣＰＵ１１が行う
処理を示すフローチャートである。この処理は、ＭＦＰ１のＣＰＵ１１がＲＯＭ１２等の
記録媒体に記録された動作プログラムに従って動作行することにより実行される。
【００８６】
　ステップＳ０１で、ユーザ認証を行い、ステップＳ０２で、「Ｓｃａｎ　ｔｏ　デスク
トップ」ボタンが押下されたことを検出すると、ステップＳ０３で、記憶部１６に記憶さ
れたＰＣアドレス情報を基にログインしているユーザのＰＣ２と接続を行う。そして、ス
テップＳ０４で、ユーザの認証情報をＰＣ２に送信する。なお、ＰＣ２では送信された認
証情報に基づいてユーザ認証を行い、ＭＦＰ１にログインしているユーザのＰＣであるこ
とを確認する。
【００８７】
　ステップＳ０５では、「転送先の指定」ボタン１５２ｃまたは「転送先の候補」ボタン
１５２ｂのいずれかが選択されことを検出し、ステップＳ０６で、ユーザが「転送先の指
定」ボタン１５２ｃを選択したかどうかを判断する。
【００８８】
　「転送先の指定」ボタン１５２ｃが選択されていると（ステップＳ０６でＹＥＳ）、ス
テップＳ０７で、画面データの取得要求をＰＣ２に送信する。
【００８９】
　次いで、ステップＳ０８で、ＰＣ２から送信されてきた画面データに基づいて、操作パ
ネル部１５の表示部１５２にリモート画面を表示する。
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【００９０】
　ユーザが、表示されたリモート画面上で、スキャンファイルの転送先を指定すると、ス
テップＳ０９でこれが受け付けられ、ステップＳ１０で、ユーザが指定した位置の座標を
検知して、位置データを作成したのち、ステップＳ１１で、作成した位置データをＰＣ２
に送信する。
【００９１】
　次に、ユーザがスキャナ部１４に原稿をセットし、スタートボタンを押下すると、ステ
ップＳ１２でこれが検知され、原稿を読み取ってスキャンデータを取得する。ステップＳ
１３では、スキャンデータを記憶部１６に一時保存し、ＰＣ２に転送する。
【００９２】
　スキャンデータを転送されたＰＣ２は、ユーザによって指定された位置に表示されてい
るものに応じて決定したフォルダに、スキャンデータを保存する。
【００９３】
　一方、ステップＳ０６で、「転送先の候補」ボタン１２６ｂが選択されると（ステップ
Ｓ０６でＮＯ）、ステップＳ１４で、ＰＣ２に対して転送先候補データの取得要求をＰＣ
２に送信する。
【００９４】
　次に、ユーザがスキャナ部１４に原稿をセットし、スタートボタンを押下すると、ステ
ップＳ１５でこれが検知され、原稿を読み取ってスキャンデータを取得する。ステップＳ
１６では、スキャンデータを記憶部１６に一時保存し、ＰＣ２に転送する。
【００９５】
　ＰＣ２は、転送されたスキャンデータを文字認識処理してキーワードを抽出し、このキ
ーワードに基づいて、転送先フォルダの候補を検出し、候補データをＭＦＰ１に送信する
。
【００９６】
　ＭＦＰ１は、ステップＳ１７で、ＰＣ２から転送先フォルダの候補データを取得すると
、ステップＳ１８でそれらの転送先フォルダの候補１５２ｄを操作パネル部１５の表示部
１５２に表示する。ユーザがいずれかの候補を指定すると、ステップＳ１９でこれを受け
付け、ステップＳ２０で、指定された転送先フォルダを示す候補指定データをＰＣ２に送
信する。
【００９７】
　ＰＣ２は、候補指定データを受信して、指定された転送先フォルダに、先に受信してい
たスキャンデータを保存する。
【００９８】
　図１３は、図１２のステップＳ１０の位置データの作成処理のサブルーチンを示すフロ
ーチャートである。
【００９９】
　ステップＳ１０１では、操作パネル部１５の表示部（タッチパネル）１５２におけるユ
ーザにより指定された位置のＸ座標とＹ座標を検知する。
【０１００】
　ステップＳ１０２では、検知したＸ座標の値Ｘ及びＹ座標の値Ｙと、表示部（タッチパ
ネル）１５２に表示されているリモート画面のＸ座標の最大値Ｘmax及びＹ座標の最大値
、Ｙmaxの比Ｘ／Ｘmax、Ｙ／Ｙmaxを算出し、ステップＳ１０３で、算出した比を位置デ
ータとして定義した後、リターンする。
【０１０１】
　つまり、前記Ｘ座標及びＹ座標の比を算出することにより、表示部（タッチパネル）１
５２に表示されたリモート画面における指定位置が特定されるから、ＰＣ２の表示装置２
４の表示画面のＸ座標、Ｙ座標の最大値をＸmax、Ｙmaxとしたときに、Ｘ、Ｙに相当する
位置が、リモート画面で指定された位置に対応する位置となり、リモート画面で指定され
た位置に対応する表示装置２４の表示画面上の位置を容易にかつ確実に算出することがで
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きる。
【０１０２】
　図１４は、ＰＣ２で行われる転送処理を示すフローチャートである。この処理は、ＰＣ
２のＣＰＵ２１がＲＯＭ２２等の記録媒体に記録された動作プログラムに従って動作する
ことにより実行される。
【０１０３】
　ステップＳ３１で、ＰＣ２のソフトウェアを起動する。ステップＳ３２で、ＭＦＰ１か
ら画面データ取得要求または転送先フォルダの候補データ取得要求を受信すると、ステッ
プＳ２３で、画面データの取得要求かどうかを判断する。
【０１０４】
　画面データの取得要求であれば（ステップＳ３３でＹＥＳ）、リモートデスクトップモ
ードに移行し、ステップＳ３４で画面データをＰＣ２に送信する。
【０１０５】
　ステップＳ３５で、リモート画面上でユーザが指定した位置を示す位置データをＭＦＰ
１から受信し、ステップＳ３６で、スキャンデータをＭＦＰ１から受信し、ステップＳ３
７で、受信したスキャンデータ等を記憶部２５に一時記憶する。
【０１０６】
　次いで、ステップＳ３８で、前記位置データに基づいて、表示装置２４に表示されたデ
スクトップ画面上における位置データに対応する位置を算出する。
【０１０７】
　ステップＳ３９では、算出した位置が、デスクトップ画面に表示されたデータ廃棄用ア
イコン（ゴミ箱）に重なっているかどうかを判断する。重なっていれば（ステップＳ３９
でＹＥＳ）、ステップＳ４０で、データ廃棄用アイコンを避けてスキャンデータはデスク
トップフォルダに保存されると共に、データ廃棄用アイコンの近傍にスキャンデータのフ
ァイルアイコンが表示される。
【０１０８】
　ステップＳ３９において、算出位置がデータ廃棄用アイコンと重なっていなければ（ス
テップＳ３９でＮＯ）、ステップＳ４１で、アプリケーションを示すアイコンまたはアプ
リケーションで開かれているウィンドウと重なっているかどうかを判断する。
【０１０９】
　アプリケーションを示すアイコンまたはアプリケーションで開かれているウィンドウと
重なっていれば（ステップＳ４１でＹＥＳ）、ステップＳ４２で、アイコンまたはウィン
ドウにスキャンデータをドロップしたのと同じ動作を行う。
【０１１０】
　アプリケーションを示すアイコンまたはアプリケーションで開かれているウィンドウと
重なっていなければ（ステップＳ４１でＮＯ）、ステップＳ４３で、ファイルフォルダア
イコンと重なっているかどうかを判断する。
【０１１１】
　ファイルフォルダアイコンと重なっていれば（ステップＳ４３でＹＥＳ）、ステップＳ
４４で、スキャンデータをそのアイコンで示されるフォルダに保存し、そのアイコンの近
くにスキャンデータを示すファイルアイコンを配置する。
【０１１２】
　ファイルフォルダアイコンと重なっていなければ（ステップＳ４３でＮＯ）、ステップ
Ｓ４５で、フォルダを有しないアイコンと重なっているかどうかを判断する。
【０１１３】
　重なっていれば（ステップＳ４５でＹＥＳ）、ステップＳ４６で、スキャンデータをデ
スクトップフォルダに保存すると共に、そのアイコンの近くにスキャンデータを示すファ
イルアイコンを配置する。
【０１１４】
　フォルダを有しないアイコンと重なっていなければ（ステップＳ４５でＮＯ）、ステッ
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プＳ４７で、その位置に対応するフォルダにスキャンデータを保存する。つまり、スキャ
ンデータをデスクトップフォルダに保存すると共に、その位置にスキャンデータを示すフ
ァイルアイコンを配置する。
【０１１５】
　一方、ステップＳ３３で、ＭＦＰ１からの取得要求が転送先フォルダの候補データの取
得要求であれば（ステップＳ３３でＮＯ）、ステップＳ４８に進む。
【０１１６】
　ステップＳ４８では、ＭＦＰ１からスキャンデータが送信されるのを待ち、送信されて
くると、ステップＳ４９でスキャンデータを受信し、記憶部２５に一時保存する。
【０１１７】
　ステップＳ５０では、文字認識処理用のソフトウェアによりスキャンデータに対して文
字認識処理を行い、キーワードを抽出し、デスクトップ画面に表示されているフォルダア
イコンまたはファイルアイコンの中から、前記キーワードに関連するものを検出し、アイ
コンのフォルダ名またはファイル名を転送先フォルダの候補として検出し、リストアップ
する。
【０１１８】
　次いで、ステップＳ５１で、転送先フォルダの候補データをＭＦＰ１に送信する。
【０１１９】
　ＭＦＰ１から候補指定データが送信されると、ステップＳ５２で、候補指定データを受
信し、ステップＳ５３で、指定された候補はフォルダ名かどうかを判断する。フォルダ名
であれば（ステップＳ５３でＹＥＳ）、ステップＳ５４でその名称のフォルダに、前記記
憶部２５に記憶されているスキャンデータを保存する。
【０１２０】
　指定された候補はファイル名であれば（ステップＳ５３でＮＯ）、ステップＳ５５で、
そのファイルが保存されているフォルダにスキャンデータを転送保存するとともに、前記
ファイル名を有するファイルアイコンの付近に、スキャンデータを示すファイルアイコン
を配置する。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】この発明の一実施形態に係る画像処理システムを示す概略構成図である。
【図２】画像処理装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】情報処理装置の概略構成を示すブロック図である。
【図４】「Ｓｃａｎ　ｔｏ　デスクトップ」ボタンが表示された操作パネル部における表
示部の画面図である。
【図５】図４の「Ｓｃａｎ　ｔｏ　デスクトップ」ボタンが押された時に遷移する表示部
の画面図である。
【図６】アプリケーションによって開かれているウィンドウが表示されたリモート画面に
おいて、ウィンドウ内の位置が指定された時の動作を説明するための図である。
【図７】リモート画面に表示されたデスクトップ画面内の位置が指定された時の動作を説
明するための図である。
【図８】デスクトップ画面上に電子メールソフトのウィンドウが開かれているリモート画
面において、ウィンドウ内の位置が指定された時の動作を説明するための図である。
【図９】リモート画面上のデータ廃棄用アイコンが指定されたときの動作を説明するため
の図である。
【図１０】リモート画面上のフォルダを有しないアイコンが指定した場合の動作を説明す
るための図である。
【図１１】操作パネル部の表示部に転送先フォルダの候補が表示された状態を示す図であ
る。
【図１２】スキャンデータの転送処理において、画像処理装置のＣＰＵが行う処理を示す
フローチャートである。
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【図１３】図１２のステップＳ１０の位置データの作成処理のサブルーチンを示すフロー
チャートである。
【図１４】情報処理装置で行われる転送処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２２】
　１　ＭＦＰ（画像処理装置）
　２  情報処理装置
　３　ネットワーク
　１１　ＣＰＵ
　１２　ＲＯＭ
　１４　スキャナ部
　１５　操作パネル部
　１６　記憶部
　１７　プリント部
　１５２　表示部
　２１　ＣＰＵ
　２４　表示装置
　２５　記憶部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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